
報第５号 

 

教育長が臨時に代理した事項の報告について 

 

酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定により、

令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１０号）について別紙のとおり教育長

が臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和６年１２月２４日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 赤坂 宜紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１０号）について、教育委員会の会議

を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則

第４条第１項の規定により教育長が臨時に代理したので、同条第２項の規定に

より報告し、承認を求めるものである。  



専第５号 

 

令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１０号）について 

 

令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１０号）について、酒田市長より意見

を求められているので、同意するものとする。 

 

令和６年１２月１０日臨時代理 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 赤坂 宜紀 

 

 

 



 歳入歳出補正

　歳　出 （単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

5,257,772 △ 18,221 5,239,551 0 0 0 0 △ 18,221

1,203,084 △ 10,051 1,193,033 0 0 0 0 △ 10,051

621,856 △ 10,051 611,805 △ 10,051

1,349,283 △ 9,166 1,340,117 0 0 0 0 △ 9,166

469,206 △ 9,166 460,040 △ 9,166

807,956 3,317 811,273 0 0 0 0 3,317

188,381 3,317 191,698 3,317

529,841 △ 179 529,662 0 0 0 0 △ 179

222,261 △ 179 222,082 △ 179

1,367,608 △ 2,142 1,365,466 0 0 0 0 △ 2,142

1,367,608 △ 2,142 1,365,466 △ 2,142

令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１０号）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

本年度予算額の財源内訳

特定財源
一般財源

10　教育費

１　教育総務費

２　事務局費

１　生涯学習振興費

２　小学校費

１　学校管理費

３　中学校費

１　学校管理費

４　生涯学習費

５　保健体育費

１　スポーツ振興費
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令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１０号）の概要 

（教育委員会関連分） 

 

１ 補正予算規模 △18,221 千円 
 

２ 補正後の予算規模 5,239,551 千円 
 

３ 補正項目及び補正額  

（歳出補正） 

＜企画管理課（人事課）＞ 

・職員給与費（10 款１項２目） △10,051 千円 

・職員給与費（10 款２項１目） △9,166 千円 

・職員給与費（10 款３項１目） 3,317 千円 

・職員給与費（10 款４項１目） △179 千円 

・職員給与費（10 款５項１目） 5,140 千円 

山形県人事委員会勧告準拠によるもの 

＜スポーツ振興課＞ 

① 体育施設整備事業 △7,282 千円 

旧松山中学校体育館改修の設計変更に伴う委託料の減額（委託料△7,282 千円） 

〔現計 250,932 千円＋補正額△7,282 千円＝補正後 243,650 千円〕 

 

 

教育委員会資料２（報第５号関係） 



令和６年１２月２４日 

企 画 管 理 課 作 成 

 

令和６年度酒田市一般会計補正予算(第１０号)について(教育委員会人件費関連分) 

 
１ 補正の理由 

  山形県人事委員会勧告において、給料表の改定及び期末手当等の支給月数の改定が勧告

されたことに伴い、給料表の改定及び勤勉手当等の支給月数の改定を行うもの。 

 
２ 補正予算規模  10,939 千円減                    単位：千円 

区分 １項２目 ２項１目 ３項１目 ４項１目 ５項１目 計 

給料 △5,752 △4,677 1,600 △579 1,719 △7,689 

諸手当 △1,802 △2,635 1,278 433 2,675 △51 
共済費 △2,497 △1,854 439 △33 746 △3,199 

計 △10,051 △9,166 3,317 △179 5,140 △10,939 
 

３ 給与改定の概要 

（１）給料表の改定 

山形県人事委員会勧告の給料表に準じて改定する。行政職給料表においては、初任給を

高校卒業程度で 21,400 円、大学卒業程度で 23,800 円引き上げ、若年層に重点を置きつつ、

全ての職務の級の給料月額を引き上げる。行政職給料表以外の給料表についても、行政職

給料表との均衡を基本に改定する。 

※指導主事（県準拠）についても再任用職員以外の職員と同様の引き上げ 

（２）期末手当等の支給月数の改定 

① 12 月期の期末手当等の支給月数を次のとおりとする。 

  【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和６年度  期末手当 

勤勉手当 

1.225 月 

1 月 
1.275 月 

1.1 月 
4.6 月 

【定年前再任用短時間勤務職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和６年度  期末手当 

 勤勉手当 

0.6875 月 

0.4875 月 
0.7125 月 

0.5125 月 
2.4 月 

② 令和７年度以降の６月期及び12月期の期末手当等の支給月数は、次のとおりとする。 

  【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和７年度  期末手当 

以降     勤勉手当 
1.25 月 

1.05 月 

1.25 月 

1.05 月 
4.6 月 

参考（報第５号関係） 



【定年前再任用短時間勤務職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和７年度  期末手当 

以降     勤勉手当 
0.7 月 

0.7 月 
0.7 月 

0.7 月 
2.4 月 

 

４ 施行期日 

公布の日（令和６年４月１日適用。ただし、（２）②のみ令和７年４月１日適用） 



議第３５号 

 

令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１１号）について 

 

令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１１号）について、酒田市長より意

見を求められているので、同意するものとする。 

 

令和６年１２月２４日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 赤坂 宜紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 歳入歳出補正

　歳　出 （単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

5,239,551 2,060 5,241,611 0 0 0 0 2,060

529,662 2,060 531,722 0 0 0 0 2,060

222,082 2,060 224,142 2,060

 繰越明許費補正

（変更）

補正前 補正後

13,985 16,045

金額

令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１１号）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

本年度予算額の財源内訳

特定財源
一般財源

10　教育費

１　生涯学習振興費

４　生涯学習費

４.生涯学習費 生涯学習施設管理運営事業10.教育費

款 項 事業名

教育委員会資料１（議第３５号関係）
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令和６年度酒田市一般会計補正予算（第１１号）の概要 

（教育委員会関連分） 

 

１ 補正予算規模 2,060 千円 
 

２ 補正後の予算規模 5,241,611 千円 
 

３ 補正項目及び補正額  

（歳出補正） 

＜社会教育課＞ 

① 生涯学習施設管理運営事業 2,060 千円 

修繕料の増額（修繕料 2,060 千円） 

〔現計 155,147 円＋補正額 2,060 千円＝補正後 157,207 千円〕 

 

（繰越明許費補正） 

 変更 

① 事 業 名：生涯学習施設管理運営事業 

変更前金額：13,985 千円 

変更後金額：16,045 千円 

教育委員会資料２（議第３５号関係） 


